
農業法人における会計の課題と方法   

一農業生産法人の管理会計を中心に－  

稲 本 志  良  

1 本稿の課題  

本稿の主要な論点は、第1に、農業経営の経営形態間に見られる形式的・制度（法律）的側  

面と実質的・経済的側面における相違に注目しながら、農業生産法人における会計のあり方、  

特に経営管理と密接に関連する管理会計のあり方と課題について検討することである。第2に、  

以上の検討を踏まえて、家族経営（個人経営）に対比される農業生産法人（集団経営）を対象  

とした農業会計理論、特に管理会計理論の課題と方法について検討することである。先ず、本  

稿でこれら二つのことを検討する（1）現実的背景と、（2）理論的関心について述べておこ  

う。なお、以下では一戸一法人をのぞいた農業生産法人に限定し、混乱をおこさないと判断さ  

れる限り、それを単に法人経営と略して呼ぶ。  

（1）ところで、わが国で法人経営に関する法的整備がなされて既に長い年月が経過してお  

り、また多くの法人経営が成立・展開してきている。その法人経営に関して、最近、次のよう  

な実態やそれを背景にした指摘、すなわち、①法人経営の解散の事例、実質的な法人経営活動  

を中止している事例の増加、②法人経営における構成員、社員の高齢化、③法人経営における  

人間関係の困難さ、④法人経営における会計実践の不備などの指摘がある。これらの実態や指  

摘は、多くの場合、集団経営としての法人経営における経営管理の困難さ、非効率の発生し易  

いことと経営管理体制の不備ということと密接に関連していることは云うまでもない。   

しかし、最近まだ小数事例ではあるが、経営管理の困難さを克服して注目すべき経営成果を  

実現している法人経営が成立発展してきている。そして、最近の水田農業をめぐる諸情勢、技  

術革新による水田作経営の最小適正規模の著しい拡大などを背景に、法人経営に対して多くの  

関心が寄せられてきている。このことは、法人経営がもつ土地（用役）、労働、資本などの要  

素調達、世代を越えた継承を含む農業経営の継続性に関する経営形態上の相対的有利性と関連  

している。法人経営がこの様な他の経営形態に比較した相対的有利性を発揮して、農業経営の  

一つの経営形態として機能し得るためには、経営管理体制を整備し、高度かつ効率的な経営管  

理能力をもつことが不可欠である。法人経営における会計実践は、これらの経営管理能力を反  

映すると同時に、それを支援する重要な経営管理手法であり、その意味で会計のあり方が重要  

になっている。   

（2）筆者はかつて、「農業会計理論の対象としての家族経営」を本誌第18号に発表した。  

そこでの理論的関心は、農業会計理論の研究方法論にあり、工業、商業における企業、特に大  
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企業を対象に展開してきた会計理論を農業における家族経営に適用することの意義と限界をど  

のように考えるかということであっキ。この課題において、工業、商業に比較した農業技術の  

特質、企業に比較した家族経営の経営形態（企業形態）上の特質に先ず注目した。云うまでも  

なく、前者は会計理論の対象としての技術的特質であり、後者はその主体的特質である。本稿  

における筆者の理論的関心もこの延長線上にあり、集団経営としての法人経営を農業会計理論  

の対象にするとき、特にその主体的特質をどのように認識するか、そのうえで会計理論を適用  

することの意義と限界をどのように考えるかである。従って本稿では、これに関連して農業に  

おける個人経営としての家族経営に対して、また工業、商業における大企業に村して農業生産  

法人経営が経営形態上どのような共通点と相違点をもつかに注目しつつ、以下の検討を進める  

ことが重要になっている。   

以下2では、法人経営の会計理論の対象としての主体的特質について、特にその内部の経営  

構造について検討する。3では、法人経営の会計の領域と課題について、4では、法人経営の  

会計をめぐる理論的課題と方法について検討する。  

2 農業生産法人の経営構造と経営管理  

わが国の農業において経営体数では家族経営が大多数を占めているが、近年、農業経営の経  

営形態は多様化の方向にある。多様化の方向にある経営形態のなかで、ここでは個人経営とし  

ての家族経常、集団経営としての任意協業経営、法人協業経営（本稿ではこれを農業生産法人  

に限定している）に注目して、法人経営を中心にその経営構造について検討しよう。   

家族経営と、任意協業経営及び法人経営の間の相違に関して先ず注目しておかねばならない  

点として、家族経営における家計と経営の未分離と任意協業経営・法人経営における家計と経  

営の分離という相違がある。この相違は、農業経営をめぐるいわゆる所有、経営、労働に関連  

する経営構造の相違、これに派生するその他の多くの相違をもたらす。表－1はこれらの相違  

に関して、8つの点についての相違を要約して示したものである。同表の8つの点に関する経  

営形態間の相違は、2つに大別される。一つは経営形態の形式的・制度的側面に関する相違で  

あり、同表の（6）を除く7つの点に関する相違であり、二つは（4）と（6）が関連する経  

営形態の実質的・経済的側面に関する相違である。   

先ず、後者に注目しよう。（4）の資本の源泉、（6）の意思決定に関する経営形態間の相違  

について重要な意味をもつのは、個人経営としての家族経営と、集団経営としての任意協業経  

営・法人経営との間の相違である。いうまでもなく、個人経営としての家族経営は、単一の所  

有者、単一の意思決定者（単一意思決定主体）を特徴にしており、集団経営としての任意協業  

経営・法人経営は、複数の所有者、意思決定者（集団的、組織的意思決定主体）を特徴にして  

いる。これらの相違は、経営管理の領域、経営管理組織など、経営管理のあり方に関して重要  

な相違をもたらす。   

次に後者、すなわち経営形態の形式的・制度的側面に関する相違に注目しよう。これに閲す  
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表1経営形態別にみた経営内部講造  

個人 経営   集 団、経 ∴骨  

家 族 経 営  任意協棄経営   農棄生産法人   

（1ト経営㌧（企業ナ実体の  複数自然人   疲数出資者から独立した法人  

性格  

（2）事業の継続性  死亡によって療息  

構成員申死亡によ  

る終息  

（3）責任形態   無限責任   無限責任   有限責任   

（4）資本の源泉  個人の投資・借入  儒成員の提供（出  構成員，社員の出資・借入」  

金   資）・補助金   補助金  

（5）土地・土地用役の  出資・購入・借入  

調達  

（軒意志決定  所者   構成員の合意  構成員・社員の合意   

（7）利権の移転  個人経営め終息  

もし構成員全体の  は経営体の継続性に影響しな  

合意がなされれば  

新しし－協業経営の  

設立が可紛 

（8）所有者の死亡  清算   清算または生存構   

成員への売却  持分は遺産または相続によっ  

攣る   

る経営形態間の相違について重要な意味をもつのは、第1に、（1）の経営実体の性格、（3）  

の責任形態に関する家族経営、任意協業経営と、法人経営との間の相違である。これらは、各  

々の経営形態自体に関する形式的・制度的側面における相違であるが、農業経営をめぐるその  

他多くの法律や制度の適用に関して、例えば租税制度、社会保険制度の適用のあり方、制度融  

資、補助事業の対象の要件などにおいて様々な相違をもたらす。第2に、（2）の事業の継続  

性、（7）の利権の移転、（8）の所有者の死亡に関する一つは家族経営と任意協業経営・法人  

経営の間の相違、二つは任意協業経営と法人経営の間の相違が重要である。すなわち事業の継  

続性、経営体の継続性など農業経営の継続性は、実質的にみて個人経営と集団経営の間で大き  

な相違があり、又形式的・制度的にみて集団経営のなかで任意協業経営と法人経営の間では重  

要な相違がある。   

以上で指摘したように、家族経営、任意協業経営、法人経営の間には多くの経営形態上の相  
「」ヽ  

遠がある。このような相違、特に形式的・制度的側面における相違をもちながら、現実の法人  

経営は経営外部条件、経営内部条件に対応しながら様々な経営構造を形成し、また、それに対  

応した様々な経営管理を展開している。、この点に関して本稿の課題に関連するいくつかの注  

目すべき動向として、（1）いわゆる所有、経営、労働機能の構成員問、社員間での分離を進  

めて、所有と経営・労働の分離、経営と労働の分離が進んでいる事例、（2）農業生産法人と  

しての有限会社のなかに不均等出資制を採る有限会社が成立してきている事例、（3）以上の  
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ことと関連して、資本的結合・人的結合組織としての法人経営から人的結合組織としての性格  

の強い法人経営が成立・発展してきている事例などを指摘することができる。また、近年の経  

営外部条件、経営内部条件の変化や特質に対応したこのような法人経営の経営構造に関する対  

応と同時に、経営管理体制を整備し、効率的な経営管理を促進するための対応として、（4）  

法人経営の組合長、社長の輪番制から適材適所の考え方によって固定制へ移行する事例、（5）  

法人経営の収益の形式的な平等配分原則から基本給、職能給、能率給などの給与体系の導入、  

すなわち実質的な平等配分原則への移行によって、構成員、社員の動機付けを促進している事  

例、（6）法人経営の構成員、社員間で経営管理及び作業をめぐって機能分担を進め、また雇  

用労働を導入してそれを含めて経営管理及び作業をめぐって機能分担を進めるなど、経営管理  

組織と作業組織を形式的、実質的に形成している事例などを指摘することもできる。   

なお、農業会計理論の対象としての法人経営の主体的特質として、工業、商業における大企  

業に対比した法人経営の特質について述べなければならないが、これについては後に4で改め  

て述べよう。1）   

1）農業生産法人に関するより詳細な経営理論的検討、農業生産法人の近年の動向に関する詳細な検  

討について、拙稿［2］を参照。  

3 農業生産法人における会計の領域と課題  

法人経営における会計の領域と課題について、一般に行われる方法に従って会計を財務会計  

．と管理会計に大別して、各々について検討しよう。、法人経営における財務会計の領域に関して、  

家族経営のそれと異なる点は、一つは法人経営に関してその設立・解散（清算）に関する家族  

経営が必要としない法人経営に独自の会計を必要とすること、二つは家族経営と法人経営の利  

害関係者をめぐる相違から派生する相違である。前者の相違は自明のことであり、ここでは特  

に後者に関して簡単にふれておこう。   

家族経営と法人経営の利害関係者は、近年、多様化する方向にあり、この傾向に関しては両  

者間に大きな相違はないが、利害関係者の内容に関しては両者間に相違がある。特に異なる点  

は、家族経営の利害関係者／に関しては外部利害関係者のみを考慮することで充分であるが、法  

人経営の利害関係者に関しては外部利害関係者と同時に内部利害関係者を合わせて考慮しなけ  

ればならない点である。この点は、特に先に指摘したような近年の法人経営における所有と経  

営・労働の分離、経営と労働の分離、雇用労働力の導入とそれを含めた構成員、社員間の経営  

管理、作業における機能分担の進展に従って重要になる。以上の諸点を考慮して、法人経営に  

おける財務会計の領域を整理すると、以下の諸領域がある。   

① 設立・解散（清算）にともなう会計   

② 資金供給、税務、補助事業等をめぐる外部利害関係者への報告（会計）   

③ 経営に参加する及び参加しない構成員、社員等の内部利害関係者への報告（会計）  

（彰 財産の保全と収益配分に関する会計  
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次に、法人経営における管理会計の領域について検討しよう。管理会計の領域に関して、家  

族経営と法人経営との間での相違は、云うまでもなく両者間における経営管理の機能と領域の  

相違と密接に関連する。いま、経営管理の機能を意思決定と動機づけの二つによって把握する  

立場にたって、家族経営との相違に留意しながら法人経営の経営管理について検討しよう。   

意思決定に関する家族経営と法人経営との間の相違は、一つは意思決定モデルのタイプに関  

する相違であり、家族経営のそれが単一意思決定主体として把握されるのに対して、法人経営  

のそれは集団的、組織的意思決定主体として把握される点にある。二つは、意思決定の領域  

（範囲）に関する相違である。意思決定の領域は、一般に、経営規模に比例して拡大する傾向  

にある。従って、家族経営よりも経営規模の大きい法人経営の意思決定の領域は、かなり広い  

と考えねばならない。先ず、この点について検討しよう。   

近年、法人経営の意思決定の領域は、生産から販売、購買、財務など職能領域の側面で拡大  

すると同時に、各々の職能領域においても拡大してきている。このことは、一方で農業経営の  

環境条件の不確実性の強まりや経営合理化の要請の強まり、他方で借地による経営規模（面積）  

と作業受託による作業規模の拡大、技術と資本装備の高度化、雇用労働の導入、生産から販売、  

加工部門への拡張をともなった経営組織の複合化など、法人経営の内部の経営構造や経営行動  

の変化と密接に関連している。近年の農業経営の環境条件、法人経営に関して先に2で指摘し  

た経営構造、またここで指摘した経営構造の変化に関連する新しい意思決定の動向についてみ  

ると、以下のような諸点を指摘することができよう。   

① 環境条件の不確実性の強まり、経営合理化の要請の強まりに相応した短期・長期の収支・  

利益計画   

② 経営規模の拡大、資本装備の高度化による借入金の増大と資金借入条件の多様化にとも   

なう長期借入資金の管理、構成員・社員への収益の月別配分（関係者はしばしば月給とよ   

んでいる）、雇用労働の導入と給与の支払の要請、経営規模の拡大による生産資材等の購   

入量の増大と大量・現金購入の有利性等による運転資金の増大にともなう運転資金管理   

③ 規模拡大のための借入地、受託作業の増大にともなう地代管理、作業料金管理   

④ 資本装備の高度化、雇用労働の導入と経営組織の複合化による共通費の増大にともなう  

共通費の部門間配分と管理   

⑤ 経営管理と作業における機能分担制、経営組織の複合化にともなう業績評価とそのため  

の振替価格の決定   

⑥ 機械作業をめぐるいわゆる自製・外注の選択   

このように、近年の法人経営における意思決定の領域は著しく拡大していると同時に、高度  

な意思決定技法を必要にしてきている。これに従って、法人経営の管理会計の領域も拡大する  

と同時に、高度な意思決定を支援する会計モデルの提供とその利用を可能にする会計情報、さ  

らには経営情報の作成と伝達を不可欠の機能としてきている。   

事例的ではあるが、近年の法人経営の意思決定の新しい領域として示した以上の諸点の多く  
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は、必ずしも法人経営に固有なものではなく、家族経営と法人経営間の経営規模を中心とする  

経営構造の相違にもとずく相対的な相違であることは云うまでもない。同様に、以上に指摘し  

た法人経営の管理会計の領域と機能も法人経営の管理会計に固有のものではなく、両者間の相  

対的な相違をなすものである。これに対して、経営管理のもう一つの領域である動機づけ機能  

は、家族経営にはない法人経営に固有の経営管理の領域であり、両者間における絶村的な相違  

である。次に、この点について簡単に述べよう。   

ところで、経営と労働において自己雇用を基本とする家族員（労働力・経営者）の協業組織  

である家族経営においては、家族員に対する動機づけ機能は必要ではないが、集団経営として  

の法人経営の経営管理においては動機づけ機能は重要である。2）一般に、動機づけは効率的な  

意思決定を促進し、また意思決定されたことが経営管理、作業の過程において効率的に遂行  

（実行）されるために行われる経営管理機能であるとされる。法人経営において、複数の構成  

貞、社員による効率的な意思決定がなされるために、また、その意思決定事項が構成員、社員、  

雇用労働力によって効率的に遂行されるために様々な動機づけが必要である。ここではその動  

機づけについて深く立ち入る余裕はないが、これを管理会計との関連で云えば、動機づけと云  

う経営管理機能を支援するするのが業績評価会計、責任会計である。これらの会計技法は、経  

営管理組織、作業組織のもとでの分担関係を前提にして、各分担の目標と実績の提示、各分担  

（部門）の公正な業績評価の提示による効果を通した動機づけ機能を支援するための会計モデ  

ルである。   

以上において検討したように、近年の法人経営の経営管理の領域は著しく拡大していると同  

時に高度化している。従って、それらを支援する会計の役割はこれまで以上に増大しており、  

かつ財務会計、管理会計各々においてその領域も拡大している。しかし、現実の法人経営にお  

ける会計は、税務報告、構成員、社貞に行う総会報告など一部の領域に留まっており、会計が  

真に経営管理を支援する機能を発揮するためには、発揮し得るためには多くの課題がある。特  

に、以下の諸課題があると考える。 

① 所有・経営・労働の分離・統合による適正な編成   

② 経営管理組織と作業組織の確立   

③ 以上の組織に対応した帳簿組織と勘定組織の確立   

④ 会計情報・経営情報の記録・作成・伝達・利用（会計実践）能力の形成   

次に、これらの課題に関して法人経営を対象にした農業会計の理論的課題と方法について、  

大企業を対象にして展開してきている会計理論の適用の可能性と限界という視点を中心に検討  

しよう。   

2）農業における家族経営の経営管理組織について、擬制的に集団経営の経営管理組織と同様な視点  

から検討した拙稿［1］を参照。  
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4 農業会計理論の課題と方法   

1で指摘したように、工業、商業における大企業を対象にして展開してきた会計理論を農業  

経営の会計に適用する場合に、農業技術の特質、農業経営の主体的特質をどのように認識する  

かが理論上の基本的問題である。すなわち、このことが一般の会計理論を農業経営に適用する  

ことの意義と限界を検討するうえで、不可欠の論点になるのである。本稿ではこのような認識  

にたって、農業生産法人の会計のあり方の検討を課題として、個人経営としての家族経営と集  

団経営としての法人経営の経営形態上の特質について検討してきた。以下、このような観点か  

ら法人経営を対象にした農業会計理論の課題と方法に関するいくつかの論点について検討しよ  

う。   

第1に、法人経営と大企業の経営形態（企業形態）上の特質について、特に本稿で課題とし  

ている管理会計のあり方と関連する経営管理組織と組織原理を中心に検討しよう。ところで、  

以上の検討で指摘したように、集団経営としての法人経営は個人経営としての家族経営といく  

つかの側面に関して経営形態上の性格を異にしている。ノその重要な点の一つが、近年の法人経  

営は家族経営にみられない経営管理組織と作業組織を形成していること、そしてその組織のも  

とで構成貞、社員、さらには雇用労働力を含めて経営管理、作業の機能分担を進めている点で  

あった。ここで法人経営と大企業における経営管理組織について比較してみると、以下の諸点  

を指摘できよう。   

一つは、経営管理組織の規模に関する相違である。法人経営と大企業の経営規模、特に人的  

規模は著しい相違を有しており、この相違を反映して両者間の経営管理組織にも著しい相違が  

ある。この相違は、経営管理における分業と専門化の利益、すなわち経営管理における規模の  

経済性の作用の程度に著しい相違をもたらすと同時に、経営管理組織の組織形態にも著しい相  

違をもたらす。   

二つは、経営管理組織の運営原理に関する相違である。＼法人経営の一般的に云われる運営原  

理は、出資、出役、役割、収益の配分における平等の原則である。これに対して大企業の運営  

原理の典型的な特徴は、権限と責任の委譲にあり、これを基本とした多くの経営管理階層をも  

つ経営管理組織による運営にある。なお、法人経営の経営管理組織に関連する近年の動向とし  

て、3で指摘したような均等出資から不平等・傾斜的出資への移行、所有と経営・労働の分離  

や経営と労働の分離などの部分的進展、収益配分における形式的平等配分から実質的平等配分  

への移行、組合長・社長の輪番性から適材適所の考え方による人選への移行など、先に指摘し  

た平等原則に部分的な変化も見られるが、基本的には大企業の運営原理とは大きく異なる。こ  

のような両者間の相違は、特に組織における動機づけ機能のあり方、従って業績評価会計、責  

任会計の位置づけに関して重要な意味をもってくる。   

以上のことから容易に理解されるように、法人経営の管理会計のあり方を理論的観点から検  

討する場合、法人経営の経営管理組織をどのように認識し、またそれをどのように編成するか  
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が重要な理論的課題である。一般に、経営管理組織は4つのタイプ、すなわち直線組織、職能  

組織、直接参謀組織、委員会組織に大別される。現実の経営管理組織は、これら4つのタイプ  

を組み合わせたものがほとんどである。経営管理組織の編成に関して、管理会計の理論的観点  

から云えば、機能分担の明確化、会計情報の効率的な作成と伝達ということを重要な基準とし  

て位置づけすべきである。このことはまた、後に述べる帳簿組織と勘定組織のあり方と関連し  

ている。   

第2に、以上のような経営管理組織に関する考え方を基礎にして、管理会計理論・会計技法  

の法人経営における会計への適用の可能性と限界について検討しよう。周知のように、近年の  

会計理論は管理会計理論を中心にして著しい発展を遂げてきている。その管理会計理論の発展  

過程に関していくつかの特徴が指摘されている。一つは、意思決定を支援する多くの会計モデ  

ルの開発を中心に発展してきていること、二つは、それらが精微な数理モデルとして発展して  

きていること、三つは、管理会計と財務会計の融合を志向して理論的発展を遂げてきているこ  

と、四つは、それらが行動科学の影響を受けながら発展する傾向にあること、五つは、一方で  

情報の理論、他方でコンピュータと結合しで情報会計理論として発展する方向にあることなど  

の諸点である。   

わが国の農業会計理論の歴史は既に古いが、簿記理論を中心に展開し、近年になって以上に  

指摘したような会計理論の発展の影響を受けて、この分野での研究が展開しつつある状況にあ  

る。特に、（む標準原価、直接原価、差額原価概念とその分析技法の導入、②コストマネジメン  

ト技法の導入、③線形計画法、試算分析法、損益分岐点分析法の導入などがその例である。但  

し、④線形計画法、試算分析法、損益分岐点分析法などは、農業経営の経営計画法、経営分析  

法として導入されてはいるものの、会計理論との関連を明示的にとりあげて理論的に展開した  

ものは一部の研究に限定されている。しかも、線形計画法がもつ経営計画法（意思決定技法）  

としての会計技法以外の重要な側面についての理論的導入も、皆無に近い状況にある。   

既に3で指摘したように、近年の法人経営の経営管理の領域は著しく拡大し、また高度化し  

ている。それに応じて、それを支援する会計の領域も拡大してきている。たしかに、大企業と  

農業生産法人とでは経営管理組織の規模と形態、組織の運営原理は異なっているが、両者が集  

団経営であり、集団における意思決定と動機づけを不可欠としていることに相違はない。この  

点から、管理会計理論、そして近年の管理会計における発展の成果を法人経営の会計に適用す  

る場面は拡大してきている。農業会計理論の重要な課題は、大企業と法人経営の経営形態上の  

相違を明らかにし、管理会計理論の会計技法を適用することから生じる限界を明らかにするこ  

と、そして、法人経営の全体的な経営管理のあり方の理論的検討を通して、その限界を克服す  

るための方向を提示することにあると考える。   

第3に、農業会計理論の課題と方法について、それを情報会計理論との関連から簡単に検討  

しよう。先に指摘したように、近年の管理会計理論は、管理会計と財務会計の競合、管理会計  

を中心にした、また意思決定への関心を中心においた情報会計理論として発展する方向を強め  
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ている。農業会計理論がこのような情報会計理論の成果を導入することの意義として、多様化  

し、高度化する法人経営の意思決定に対応する情報システムをどのように形成するか、様々な  

数理モデルと結合した管理会計技法に対応する情報システムをどのように形成するかという課  

題に対してその理論的基礎を提供するということがある。この点に関する詳細な検討は他稿に  

譲らねばならないが、本稿の以上までの指摘と関連して云えば、農業会計理論の課題として、  

法人経営における経営管理組織・作業組織の編成とそこにおける人的機能分担、それと対応し  

た帳簿組織と勘定体系の形成をどのようにするかということをここでも指摘しなければならな  

い03）   

最後に、農業会計理論の課題として次の二つの点も指摘しておかねばならない。一つは、法  

人経営における会計実践主体をどのように形成し、会計実践能力をどのように高めていくかで  

ある。二つは、このことと関連して法人経営における会計実践を支援する外部支援システムを  

どのように形成するかである。このことは、法人経営の内部会計情報システムと外部会計情報  

システムの構築と両者の接続のあり方の問題でもある。   

3）拙稿［3］において農業経営の情報会計システムに関するより詳細な検討を行っている。  
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